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(57)【要約】
【課題】窓部を方立に取付けて施工するものであって、
方立により室内と外気との通気を図ることができると共
に窓種の選択に自由度があるサッシを提供する。
【解決手段】方立７は窓ユニット５の室内側に位置する
基部７ａと、基部７ａから窓ユニット５の竪枠１３の見
込面１７に対向して位置する中空２３の突出部７ｂとを
有し、基部７ａは室内に通気自在であり、突出部７ｂは
基部７ａに連通しており、窓ユニット５と方立７との間
には乾式気密材２７、２９が方立ての長手方向に亘って
設けてあり、突出部７ｂは乾式気密材２７、２９よりも
室外側から外気を取り込んでいる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窓部と、窓部を取付けた方立とを備え、方立は窓部の室内側に位置する基部と、基部か
ら窓部の見込面に対向して位置する中空の突出部とを有し、基部は室内に通気自在であり
、突出部は基部に連通しており、窓部と方立との間には気密材が方立の長手方向に亘って
設けてあり、突出部は気密材よりも室外側で外気と通気していることを特徴とするサッシ
。
【請求項２】
　方立の突出部の見込面には、気密材よりも室外側の位置に通気孔が設けてあることを特
徴とする請求項１に記載のサッシ。
【請求項３】
　方立の突出部の先端には、通気部材、外気案内部材又は目板のいずれかが取付け自在で
あることを特徴とする請求項１又は２に記載のサッシ。
【請求項４】
　通気部材は、中空で且つ左右のいずれかの側面に通気孔が形成してあることを特徴とす
る請求項３に記載のサッシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サッシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、左右に窓部を取付けた方立の内部に、室内と室外とに連通する通気路
を形成するサッシが開示されている。
　しかし、特許文献１のサッシは、方立が窓枠を兼ねるものであり、施工現場で方立にパ
ネルを嵌め入れたりパネルの周囲をシールする必要があるので、施工現場での施工に手間
がかかるという問題があった。また、この特許文献１の技術では、方立にパネルを嵌め入
れているので、方立てに取付ける窓種はＦＩＸ窓に限られていた。
　これに対して、施工が簡単なサッシとして、非特許文献１には、図１６に示すように、
パネル１０２の四周を枠組した窓ユニット１０３を方立１０１に取り付けたサッシ１０５
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１８０１５８号公報
【非特許文献１】第１４４頁　三協立山アルミ「カーテンウォール　総合カタログ　第４
版」２０１１年１月更新　カタログＮｏ．ＳＴＢ０２６１－Ｄ　三協立山アルミニウム株
式会社発行
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、この非特許文献１のサッシ１０５では、方立１０１は窓ユニット１０３の室内
側に設けてあり、左右に隣合う窓ユニット１０３、１０３間は乾式気密材１０７や湿式気
密材１０９により塞いでいる。従って、窓ユニット１０３を方立１０１に取付ける種類の
サッシでは、従来、方立１０１により室内と外気との通気を図ることができなかった。
【０００５】
　そこで、本発明は、窓部を方立に取付けて施工するものであって、方立により室内と外
気との通気を図ることができると共に窓種の選択に自由度があるサッシの提供を目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　請求項１に記載の発明は、窓部と、窓部を取付けた方立とを備え、方立は窓部の室内側
に位置する基部と、基部から窓部の見込面に対向して位置する中空の突出部とを有し、基
部は室内に通気自在であり、突出部は基部に連通しており、窓部と方立との間には気密材
が方立の長手方向に亘って設けてあり、突出部は気密材よりも室外側で外気と通気してい
ることを特徴とするサッシである。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、方立の突出部の見込面には
、気密材よりも室外側の位置に通気孔が設けてあることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、方立の突出部の先端
には、通気部材、外気案内部材又は目板のいずれかが取付け自在であることを特徴とする
。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の発明において、通気部材は、中空で且つ左
右のいずれかの側面に通気孔が形成してあることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に記載の発明によれば、窓部と方立との間は気密材により気密にしており、方
立の突出部は気密材よりも室外側で外気と通気しているので、室内への雨水の浸入を防止
しつつ外気との通気を図ることができる。
　窓部の見込み面と方立の見込み面とは対向して配置しており、特許文献１のようにパネ
ルを方立に嵌め入れていないので、窓部の窓種がＦＩＸ窓のみに制限されることがなく、
例えば、縦軸回転窓、外倒し窓や引違い窓等の窓種の選択の自由度がある。
【００１１】
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明と同様の効果を奏すると共に、
窓部の左右方向に吹く風を取り込み易くなり、換気効率を向上ができる。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によれば、請求項１又は２に記載の発明と同様の効果を奏すると
共に、左右方向の風を利用して通気を図りたい場合には通気部材や外気案内部材を取付け
、それ以外は目板を取付けることにより、通気のバリエーションを図ることができる。ま
た、通気部材、外気案内部材や目板を選択して取付けることにより、カーテンウォールの
外観のバリエーションを図ることもできる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、請求項３に記載の発明と同様の効果を奏すると共に、
通気孔の位置を風向きに対応させることで、換気効率の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、図６に示すＡ
－Ａ断面図である。
【図２】第１実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、（ａ）は図６
に示すＢ－Ｂ断面図であり、（ｂ）は（ａ）に示すＦ部の拡大図である。
【図３】第１実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、図６に示すＣ
－Ｃ断面図である。
【図４】通気部材と方立との取り付け方法を示す図であり、（ａ）は図１に示すＧ－Ｇ断
面図であり、（ｂ）及び（ｃ）はジョイント部材の斜視図であり、（ｄ）は方立にジョイ
ント部材を取り付けた状態を示す斜視図である。
【図５】通気部材と方立との取り付け方法を示す図であり、通気部材の取り付け手順を示
す斜視図である。
【図６】第１実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールの正面図である。
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【図７】第２実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、図６に示すＡ
－Ａと同じ位置で切断して示す断面図である。
【図８】第３実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、図６に示すＡ
－Ａと同じ位置で切断して示す断面図である。
【図９】図８に示すＥ―Ｅ断面図である。
【図１０】第４実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、図６に示す
Ａ－Ａと同じ位置で切断して示す断面図である。
【図１１】第４実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、図６に示す
Ｂ－Ｂと同じ位置で切断して示す断面図である。
【図１２】第５実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、図６に示す
Ａ－Ａ断面図である。
【図１３】第５実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、図６に示す
Ｂ－Ｂと同じ位置で切断して示す断面図である。
【図１４】第６実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、図６に示す
Ｈ－Ｈと同じ位置で切断して示す断面図である。
【図１５】第６実施の形態にかかるサッシを用いたカーテンウォールであり、図６に示す
Ｂ－Ｂと同じ位置で切断して示す断面図である。
【図１６】従来のサッシを用いたカーテンウォールの図であり、（ａ）は縦断面図であり
、（ｂ）は横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明するが、まず、図１～図
６を参照して本発明の第１実施の形態について説明する。
　図１及び図６に示すように、本実施の形態に係るサッシを用いたカーテンウォール（サ
ッシ）１は、窓部５と、窓部５を取付けた方立７とを備えている。窓部５は、パネル３の
四周を枠組した窓ユニットである（以下「窓ユニット５」とする）。
　図１に示すように、カーテンウォール１の左右端以外では、窓ユニット５は方立７の左
右に配置しているが、カーテンウォール１の左右端に位置する方立７は、図３に示すよう
に、左右の一方に窓ユニット５を配置しており、他方は躯体１５との間を気密材２４で塞
いでいる。
　図１及び図２に示すように、窓ユニット５は、パネル３を上枠９、下枠１１及び左右の
竪枠１３で枠組してある。図２（ｂ）に示すように、窓ユニット５の上枠９及び下枠１１
は、方立７の左右に固定した金具１２にボルト１４及びナット１６で固定されている。
【００１６】
　図１に示すように、方立７は、基部７ａと突出部７ｂとを備えており、基部７ａは窓ユ
ニット５よりも室内側に位置している。突出部７ｂは、基部７ａから窓ユニット５の竪枠
１３の見込面１７に対向して位置している。本実施の形態では、基部７ａと突出部７ｂと
は別体であり、基部７ａと突出部７ｂとの間に乾式気密材を設けて、基部７ａの室外側見
付け面に突出部７ｂを係合すると共にねじで基部７ａと突出部７ｂとを固定してある。
　基部７ａには中空１９が形成してあり、図１及び図２（ａ）に示すように、基部７ａの
側部には換気部２１が設けてある。換気部２１は、開閉自在なスリットであり、スリット
を開いて室内に通気するようになっている。
　図１に示すように、突出部７ｂには中空２３が形成してあり、突出部７ｂの中空２３は
連通孔２２により基部７ａの中空１９に連通している。
　突出部７ｂの見込面２５と窓ユニット５の竪枠１３の見込面１７とには、各々対向する
位置に乾式気密材２７、２９が設けてあり、乾式気密材２７、２９は方立７の長手方向に
亘って設けてあると共に互いに当接して、突出部７ｂと竪枠１３との間を気密にしている
。
　方立７の突出部７ｂは、基部７ａと連結する室内側部では、左右方向の見付け寸法を、
基部7ａと略同じ寸法としてあり、基部7ａの中空１９に連通する中空２３を形成している
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部分では、左右方向の見付け寸法を室内側部よりも狭めて室外側に突出してある。
　方立７の突出部７ｂの先端部には、通気部材３１が取り付けてある。方立７と通気部材
３１の取り付けについては、後述する。
　また、方立７の突出部７ｂの先端部には通気孔３５が形成されており、通気部材３１が
取り込んだ外気を突出部７ｂの中空２３に通気している。
　通気部材３１は中空３６を有し、窓ユニット５の室外側面５よりも室外側に突出する頭
部３７と被取付部３９とを備え、頭部３７には、その左右の一側、本実施の形態では正面
から見て右側に通気孔４１が形成されている。
【００１７】
　ここで、カーテンウォール１の左右の端に位置する方立７について説明する。図３に示
すように、方立７の左右一側には窓ユニット５が取付けてあり、他側には方立７の突出部
７ｂと対向して躯体１５が位置している。躯体１５と突出部７ｂとの間は気密材２４によ
り気密に保持してあり、気密材２４はバックアップ材４３と湿式気密材４５である。
　カーテンウォール１の左右端の方立７には、目板３２が取付けてり、方立７の突出部７
ｂには、窓ユニット５の竪枠１３に対向する見込み面２５において、気密材２７、２９よ
りも室外側に通気孔４７が形成されている。
【００１８】
　つぎに、図４及び図５を参照して、方立７と通気部材３１の固定について説明する。尚
、図５では方立７と通気部材３１の上側のみを示している。図４に示すように、方立７の
突出部７ｂの先端にはジョイント部材３３ａ、３３ｂがねじ固定してある。ジョイント部
材は図４の（ｂ）（ｃ）で示すように２種類あり、一方のジョイント部材３３ａと、一方
のジョイント部材３３ａよりも長手方向の寸法が長い他方のジョイント部材３３ｂとであ
る。上下の方立７、７に跨がる部位では、他方のジョイント部材３３ｂを用いており、そ
の他の部位では一方のジョイント部材３３ａを上下に間隔を空けて配置している。図４及
び図１に示すように、各ジョイント部材３３ａ、３３ｂには先端に横断面が鉤状の係合部
３０が形成してあり、通気部材３１の被取付部３９に形成された横断面が鉤状の被係合部
２８に係合している。通気部材３１に形成された被係合部２８は上下に間隔をあけて形成
してあり、図５の（２）に矢印で示すように、方立７の突出部７ｂの先端に対して通気部
材３１を下方に所定寸法だけスライドさせることにより、各ジョイント部材３３ａ、３３
ｂの各係合部３０に通気部材３１の被係合部２８を係合している。
　図５に示すように、通気部材３１は本体３１ａと天板３１ｂとを備えており、図５（１
）に示すように、天板３１ｂを方立７の突出部７ｂの先端にねじ固定し、（２）（３）に
示すように、本体３１ａに係止用ねじ３４を取付け、天板３１ｂに形成してある係止部３
８に上から係止する。尚、天板３１ｂの左右の端には、ねじ３４を上下方向に挿通可能な
凹み４２が形成してある。
　方立７と目板３２の固定も、通気部材３１と同様にして取り付けるものであり、図３に
おいて、通気部材３１の被取付部３９と同一の作用効果を奏する部分には同一の符号を付
することにより、その詳細な説明を省略する。
【００１９】
　次に、第１実施の形態に係るカーテンウォール１の作用効果について説明する。カーテ
ンウォール１の施工は、図１に示すように、方立７の基部７ａに突出部７ｂをねじ固定し
、突出部７ｂの先端部にジョイント部材３３ａ、３３ｂをねじ固定し、図４及び５を用い
て説明したように、突出部７ｂの先端に通気部材３１を取り付ける。
　また、方立７、７の突出部７ｂの左右側面に乾式気密材２７を取付ける。
　窓ユニット５の竪枠１３に乾式気密材２９を取付け、窓ユニット５を方立７の突出部７
ｂの左側及び右側に配置して、各窓ユニット５の上枠９及び下枠１１を金具１２にボルト
１４、ナット１６で固定する。このようにして、方立７の突出部７ｂを左右の窓ユニット
５で挟むように配置して、方立７の左右両側に窓ユニット５を取付ける。
　図３に示すように、カーテンウォール１の端に位置する方立７では、通気部材３１と同
様にして目板３２を固定し、突出部７ｂの左右の一方側に窓ユニット５の竪枠１３を対向
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配置して金具１２に固定し、突出部７ｂの他方側は躯体１５との間を気密材２４で気密に
する。
【００２０】
　本実施の形態にかかるカーテンウォール１によれば、窓ユニット５、５間にある方立７
の突出部７ｂに取り付けた通気部材３１の通気孔４１から中空３６内に外気を取込み、取
り込んだ外気は、通気孔３５から方立７の突出部７ｂの中空２３を通り、基部７ａの中空
１９を通じて換気部２１から室内に取込むことができる。尚、室内の空気は換気部２１、
方立７の基部７ａの中空１９、突出部７ｂの中空２３を通じて通気部材３１の通気孔４１
から排出することもできる。
　例えば、図１に矢印で示すように風が右から左に向けて吹いているときには、図１に示
すように通気部材３１の右側に形成された通気孔４１から風を取込む。一方、左から右へ
風が吹いているときには、通気孔４１が減圧になるので、この通気孔４１から室内の空気
を外気に放出することにより、室内の換気をおこなうことができる。
　また、躯体１５側に位置する方立７では、風があるか否かにかかわらず、突出部７ｂに
は窓ユニット５の竪枠１３と対向する位置に通気孔４７を設けているので、例えば、室内
のドア等をあけて室内が減圧になったときに通気孔４７から室内に外気を取り込んで室内
の換気を図ることができる。
　図１に示すように、方立７の突出部７ｂは、乾式気密材２７、２９よりも室外側から外
気を取込んでいるので、方立７と窓ユニット５との間から雨水の浸入を防止できる。
　方立７の見込面２５と窓ユニニット５の見込面１７を対抗して配置し、これらの見込面
２５、１７間は気密材２９、２７で塞いでおり、特許文献１のようにパネルを方立７に嵌
め入れていないので、窓ユニット５の窓種がＦＩＸ窓のみに制限されることがなく、例え
ば、縦軸回転窓、外倒し窓や引違い窓等の窓種を用いることもでき、窓種の選択の自由度
がある。
　方立７を基部７ａと突出部７ｂとで構成し、基部７ａに換気部２１を内蔵すると共に基
部７ａを窓ユニット５の室内側に配置し、方立７の突出部７ｂの室内側見付面部７ｃの室
外側に窓ユニット５の竪枠１３を重ねて配置しているので、方立７及び窓ユニット５の竪
枠１３で構成する竪部材の見付け幅寸法を小さくできる。
　また、乾式気密材２７、２９を用いることにより湿式気密材を用いた場合に比べて養生
が不要であるから、短期間での施工ができると共に施工が容易である。
　パネル３を枠組した窓ユニット５を方立７の左右両側や左右の一側に配置して、窓ユニ
ット５の上枠９と下枠１１を金具１２にボルト１４とナット１６で固定して施工するので
、方立をパネル枠として兼用し方立にパネルを取付ける従来技術に比較して施工が容易で
ある。
　通気部材３１は中空３６を有し且つ左右のいずれかの側面に通気孔４１が形成してある
から、カーテンウォール１の左右を吹く風を取込んだり、通気孔４１が減圧になることを
利用して室内の換気を図ることができる。
【００２１】
　以下に本発明の他の実施の形態を説明するが、以下に説明する実施の形態において、上
述した第１実施の形態と同一の作用効果を奏する部分には同一の符号を付することにより
その部分の詳細な説明を省略し、以下の説明では第１実施の形態と主に異なる点を説明す
る。
【００２２】
　図７を参照して、本発明の第２実施の形態を説明する。この第２実施の形態に係るカー
テンウォール１では、通気部材３１には、突出部４８が形成されており、外側から通気部
材３１を見たときに通気孔４１が突出部４８の影になって見え難くしている。
　この第２実施の形態によれば、上述した第１実施の形態と同様の作用効果を奏すること
ができる。
【００２３】
　図８及び図９を参照して、本発明の第３実施の形態を説明する。この第３実施の形態に
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係るカーテンウォール１では、方立７の突出部７ｂには、乾式気密材２７、２９が取付け
てある位置よりも室外側の位置で突出部７ｂの左右に通気孔４７が形成されていると共に
突出部７ｂには通気孔が形成されていない外気案内部材６１が取付けてある。
　この外気案内部材６１は、カーテンウォールの面に沿って吹く左右方向の風を方立７の
突出部７ｂに形成した通気孔４７に案内するものである。外気案内部材６１は、カーテン
ウォールの意匠を構成する部材でもあり、種々の形状のものを用いることができる。
　方立７の基部７ａには、風量調整部５１が設けてあり、取込む風の強さが異なる場合で
も室内に取込む風量が一定になるように調整されている。風量調整部５１には開閉扉５３
が設けてあり、外気の取込口を開閉できるようになっている。風量調整部５１は、通風路
５８に風受け板５４を備え、風受け板５４をスプリング５６により支持し、風受け板５４
が受ける風圧により通風路５８を狭めたり広げるようになっている。
【００２４】
　この第３実施の形態によれば、通気部材３１の作用効果を除いて第１実施の形態と同様
の作用効果を奏することができると共に、カーテンウォール１の外面を吹く左右方向の風
は外気案内部材６１により通気孔４７に案内されて取り込むことができる。また、無風時
に室内が減圧になった場合には、方立７の突出部７ｂに設けた通気孔４７から外気を取込
むことができる。
【００２５】
　図１０及び図１１を参照して、本発明の第４実施の形態を説明する。この第４実施の形
態では、方立７は基部７ａと突出部７ｂとが一体に設けてあると共に基部７ａには室内側
を向いた正面に換気部２１が設けてある。
　方立７の見込み面には窓固定部６３が突出してあり、窓ユニット５にも見込み面に被固
定部６５が突出してあり、窓固定部６３と被固定部６５とをねじ６４で固定してある。
　また、方立７の突出部７ｂの見込面２５と窓ユニット５の見込面１７との間は湿式気密
材６７が上下方向に亘って設けてある。
【００２６】
　この第４実施の形態によれば、方立７が基部７ａと突出部７ｂを一体に形成している点
、及び方立７と窓ユニット５との間の気密材６７が湿式気密材である点を除いて上述した
第１実施の形態と同様の作用効果を奏することができる。
　更に、第４実施の形態によれば、方立７は基部７ａと突出部７ｂとを一体にしているの
で、これらを別体にした場合に比較して方立７の製造が容易にできる。
　方立７において、換気部２１は室内側を向いた正面に設けているので、換気部２１に連
通する通気孔６９は換気部２１側から形成できるので、通気孔６９の加工が容易にできる
。
　方立７に窓固定部６３を設け、窓ユニット５にも被固定部６５を設けてこれらをねじ６
４で固定しているので、方立７と窓ユニット５とを容易に固定でき、施工し易い。
　方立７を基部７ａと突出部７ｂとで構成し、基部７ａに換気部２１を内蔵すると共に基
部７ａを窓ユニット５の室内側に配置し、方立７の基部７ａの室外側見付面部の室外側に
窓ユニット５の竪枠１３を重ねて配置しているので、方立７及び窓ユニット５の竪枠１３
で構成する竪部材の見付け幅寸法を小さくできる。
　方立７の基部７ａには、室内側を向いた正面に換気部２１を設けており、第１実施の形
態のように側面部に換気部を設ける場合に比較して、方立７の基部７ａの見込み寸法を小
さくできるので、方立７の室内側へ突出寸法を小さくでき、サッシの縦骨としての使用に
適している。
　また、方立７の基部７ａに、室内側を向いた正面に換気部２１を設けることで、方立７
の突出部７ｂとの通気を直線状にできるので、通気距離を最小限にできるから通気抵抗を
最小限にでき、通気量の向上を図ることができる。
【００２７】
　図１２及び図１３を参照して、本発明の第５実施の形態を説明する。この第５実施の形
態では、左右の窓ユニット５は異なる窓種であり、図１２において左側はＦＩＸ窓であり
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、右側は縦軸回転窓である。
　このように、左右の窓種が異なることから各窓の竪枠１３の形状が異なっている為、方
立７の突出部７ｂの左右の見込み面に設けた窓固定部６３及び湿式気密材６７の位置は、
左側に設けたＦＩＸ窓５では室外側にあり、右側に設けた縦軸回転窓５では室内側にある
。
　また、第５実施の形態では、方立７に設けた窓固定部６３は方立７と別体に設けてねじ
７１で方立７の見込面２５に固定している。
【００２８】
　この第５実施の形態によれば、上述した第４実施の形態と同様の作用効果を奏すること
ができる。
　また、窓固定部６３は方立７と別体に設けてねじ７１で固定しているから、方立７と窓
ユニット５との固定位置は任意にできるので、窓ユニット５の竪枠１３の形状や位置に応
じて固定位置を変更できるから、更に窓ユニット５の窓種の選定の自由度が高い。
【００２９】
　図１４及び図１５を参照して、本発明の第６実施の形態を説明する。この第６実施の形
態では、窓部５は第１～第５実施の形態のようなユニットでなく、方立７に組み込んだい
わゆるノックダウン方式で取付けてある。
　即ち、左右の方立７、７に窓枠１３をねじ７３で固定し、方立７の見込面２５に係止部
材７７をねじ７８で固定し、パネル７５を窓枠１３に組み付けた後、押縁７９を方立７の
係止部材７７に係止している。
　この第６実施の形態では、図１４に示すように、方立７の突出部７ａの基部側の室外側
面部の長手方向に窓部５の室内側面に当接する乾式気密材８１が設けてある。尚、無目に
も乾式気密材が設けてあり、窓部の横枠との間を気密に保持してある。
　また、換気部２１は、方立７の基部７ａにおいて、左右に各々設けてある。
【００３０】
　この第６実施の形態によれば、方立７と窓ユニット５との間の気密材６７が湿式気密材
である点を除いて、上述した第１実施の形態と同様の作用効果を奏することができると共
に、左右の方立７、７間にノックダウン方式により窓部５を施工できる。
　方立７は、基部７ａと突出部７ｂを別体にしているので、窓部５の窓種に応じて突出部
７ｂを他の種類のものに変更することができる。
【００３１】
　上述した第１～第３及び第６実施の形態において、方立７の突出部７ｂは基部７ａと別
体に設けているので、各実施の形態の突出部７ｂを付け替えると共に、通気部材３１や外
気案内部材６１や目板３２を付け変えるだけで、各実施の形態に変更することができる。
　上述した第４及び第５実施の形態では、方立７は、基部７ａと突出部７ｂとを一体にし
たが、基部７ａと突出部７ｂとは別体にして、連結するものであっても良い。
　第４及び第５実施の形態において、方立７の基部７ａと突出部７ｂとを別体にした場合
には、方立７の基部７ａと突出部７ｂとが別体である第１～第３及び第６実施の形態を含
めて総合すると、方立７の基部７ａには、換気部２１（図１参照）を内蔵するタイプと、
風量調整部５１（図８参照）を内蔵するタイプがあり、方立７の突出部７ｂには、見込面
に乾式気密材２７の取り付ける部（図１参照）を有するタイプと、見込面に窓部５との固
定部６３（図１０参照）を有するタイプと、見込面に窓部５との固定部６３を窓部の窓種
に応じて任意の位置に取り付け自在にしてある（図１２参照）タイプと、窓部５の押し縁
７９の係止部材７７を取り付け自在にしてある（図１４参照）タイプとがあり、これらの
いずれかの基部７ａと突出部７ｂを選択して組み合わせることで、換気の種類や窓部の種
類に応じたバリエーションを図ることができる。
　更に、第４及び第５実施の形態において、方立７の基部７ａと突出部７ｂとを別体にし
た場合には、第６実施の形態に示すように、押し縁７９の係止部材７７を取り付け自在な
突出部７ｂを用いて窓部５を方立７、７間にノックダウンで組み込む場合と、第１～第５
実施の形態に示すように、ユニットとしてある窓部５を方立７、７間に取付ける場合とを
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【００３２】
　本発明は、上述した実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可
能である。
　例えば、第１実施の形態において、躯体１５側に位置する方立７にも外気案内部材６１
を取り付けても良いし、全ての方立７に図３に示すような通気孔４７を設けると共に目板
３２を設けても良い。また、第１実施の形態において、全ての方立７に通気部材３１を設
けても良い。
　また、通気部材３１や目板３２及び外気案内部材６１の形状は制限されず、カーテンウ
ォールの意匠や外観に応じて任意の形状にすることができる。
　乾式気密材２７、２９は、方立７の突出部７ｂと窓ユニット５の竪枠１３に設けたが、
これに限らず、いずれか一方にのみ設けるものであっても良い。
　窓ユニットや窓部５は、ＦＩＸ窓や縦軸回転窓に限らず、引違い窓、内倒し窓や回転窓
等であっても良く、窓種は限定されない。
　本発明のサッシは、ビルの壁面を構成するカーテンウォールに用いることに限らず、サ
ッシ単体として用いるものであっても良い。
【符号の説明】
【００３３】
　１　　カーテンウォール
　３　　パネル
　５　　窓ユニット（窓部）
　７　　方立
　７ａ　基部
　７ｂ　突出部
　２３　突出部の中空
　２５　見込面
　２７　乾式気密材（気密材）
　２９　乾式気密材（気密材）
　３１　通気部材
　３２　目板
　４１　通気部材の通気孔
　４７　方立突出部の通気孔
　６１　外気案内部材
　６７　湿式気密材（気密材）
　８１　乾式気密材（気密材）
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